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もかかる。そこで、あらかじめ利用者の権

利を明示することで、この非効率な手続き

を省こうというのがクリエイティブコモンズ

のライセンスのコンセプトだ。つまり、従

来の著作権表示が「赤信号／進入禁止」

を示すものなら、CCライセンスは「青信

号／どうぞお入り」と声をかけるものであ

るということになる（クリエイティブコモン

ズ提供のFlashアニメより）。

しかも、単にロゴだけではなく、法律的

および技術的にも裏打ちされているのが

このライセンスの偉いところだ。すべての

ライセンスは、だれもが理解できる利用条

件の要約に加えて、法廷でも効力を発揮

する法的コード、さらにはデジタルコード

（メタデータ）の3層から成っている。

特に注目したいのが、記事の後半で神

崎氏に解説していただくメタデータの存在

だ。コンピュータが理解できるライセンス

が付いていることが、このプロジェクトに

大きな可能性を与えている。機械どうしが

賢くやり取りしてくれれば、人間様は楽が

できて創造的にもなれる、というわけだ。

どんな風に使われているのか？

しかも、利用は簡単だ。クリエイティブ

クリエイティブコモンズとは何か

クリエイティブコモンズは昨年5月に米

国で設立された。設立の中心メンバーと

なったのは、ローレンス・レッシグ教授。

『ハッカーズ』の著者スティーブン・レヴィ

に「サイバー法のエルビス・プレスリー」と

評される気鋭の憲法学者だ。日本でも山

形浩生訳の近刊『コモンズ』が大きな話題

を呼びつつある。

クリエイティブコモンズ誕生の背景に

は、著作権の過剰な保護と行使から起こ

る数多くのばかげた問題がある。現在米

国では、たとえば自主制作の映画を1本撮

るにしても「著作権のあるものが画面に映

っていないか」「BGMに使いたい音楽の

著作権はだれが所有しているのか」等々

のハードルがあまりに多く、訴えられるの

が怖くて作りたいものも作れないという、

かなりシュールな状況が現実のものにな

っている。特に再配布や再利用が容易な

デジタルデータと、それを簡単に流通させ

るインターネットが一般化してからは、問題

が一気に表面化した。

しかし、どんな芸術やテクノロジーも、

土台となる過去の業績がなければ、生ま

れてくることも発展することもない。では、

息苦しい思いをすることなく「創造的行為

を行える共有地」をインターネット上に作

って広げていこうじゃないか――というの

がクリエイティブコモンズの活動趣旨だ。

その手始めとして昨年12月に「ライセンス

プロジェクト」が始まった。

単なるロゴマークではない

さて、クリエイティブコモンズのライセン

スロゴにはどんな意味があるのだろう。よ

く見れば「Some Rights Reserved」とあ

る。――おかしい。普通は「All Rights

Reserved」だ。「すべての権利」ではなく

「いくらかの権利は所有者のものです」と

いうのはどういうことだろう。

実はこれが重要なのだ。クリエイティブ

コモンズは（よく誤解されるように）著作権

を否定する団体ではない。だれでも自分

の著作権を簡単に守れるようにすること。

同時に、人が作ったものをだれもが簡単

に利用できるようにすることが、彼らの目

的とするところだ。

これまでは著作権を持っている人の許

諾を得るプロセスを経なければ再利用す

ることができなかった。時間や手間もかか

るし、ときには弁護士や弁理士に払うお金

クリエティブコモンズが生まれた
背景にあるもの

クリエイティブコモンズとは

著作権を自分でコントロールするための新しいルール

近頃、左のロゴマークを貼ったウェブサイトを見かけるようになった。画像をクリックすると、英語の文書が

表示される。「気になってたんだけど、これってどういうものなの？」と思っている方も多いはずだ。シンプル

なロゴの背後には、法律とテクノロジーを含む多層的なバックグラウンドが存在している。私たちの住む

情報社会が、息のしやすいところであり続けるか否かを占ううえで、この小さなロゴの持つ意味は意外に

大きい。今回は手始めに、このロゴマークを提供している「クリエイティブコモンズ」の概略とその活動、そ

の社会的な意味、そして技術的な仕組みについてまとめてみた。

この記事はクリエティブコモンズの
ライセンス下にあります。詳しくは
下記のURLを参照ください。

http://creativecommons.org/
licenses/by-nd-nc/1.0

text : 先田千映
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クリエイティブコモンズとは

コモンズのサイトでいくつかの選択肢を

選んで、生成されるメタデータをHTMLに

挿入し、ロゴを貼り、ライセンス要約にリ

ンクを張る。それだけで、それを見た知

らないだれかが、あらかじめ指定された

条件に従って堂々と利用できるようにな

る。写真ならコラージュ、音楽ならリミッ

クス、技術文書ならアップデート――適

用できるコンテンツも、その使い道もさ

まざまだろう。もちろん、それらの行為を

禁止することも可能だ。

現在、このライセンスを利用している

コンテンツにはどのようなものがあるの

だろう。注目されるところでは、技術書の

聖地オライリーのウェブログに適用され

ているほか、米国では絶版になっている

ピーター・ウェイナーの『Free for All』

（邦題『なぜ、Linuxなのか？』アスキー

刊）は、オンライン版をCCライセンス下

で公開した途端に、アマゾンでのユーズ

ド書籍の価格が40パーセントも上がった

という。写真家（およびその卵）の利用も

多く、先日は中国初のコモナー（CCライ

センスを利用する人）が上海の風景写真

アーカイブを公開した。その他、ウェブロ

グでの利用も多く、代表的ツール

Movable Typeは新バージョンでCCラ

イセンスに対応している（143ページ参

照）。オンラインで利用できるものだけで

はない。おそらく世界一有名なウェブロ

グ「BoingBoing」の主要メンバー、コリ

ー・ドクトローは、書店で売られる彼の小

説本にもCCライセンスを付けた。皮肉

にも、その小説は著作権濫用派の象徴と

見なされているディズニーランドの近未

来を舞台にしているのだが。

もちろん日本でも、多くはレッシグ教授

の『コモンズ』に影響を受けた人たちが、

次々に自分のウェブサイトにこのロゴマ

ークを貼り始めている。現状では、論文

やウェブログ、技術的なリファレンスに利

用されていることが多いようだ。

クリエイティブコモンズ自体は「海の向

こうのなんか偉いことやってる団体」、か

もしれない。利用する人が増えていかな

ければ、なんの意味もないのだから。結

局のところ重要なのは、あなたが関心を

示すこと、そして、もし意に添えば参加し

てみることなのだろう。

クリエイティブコモンズのライセンスはいたっ

てシンプル。右表の4つの利用条件につい

て、自分に合った選択をしていこう。

クリエイティブコモンズのサイトでは、これらの

利用条件を自分の意図に従ってYes/Noで選

択していく。その組み合わせによって、11種

類のライセンスが存在するので、いずれかを

選択することとなる。

このほか、クリエイティブコモンズのライセン

スを選択するのではなく、自分の作品をパブ

リックドメイン（公的領域）に寄贈すると宣言

することも可能だ。この宣言は非可逆的なも

ので、著作権を行使する権利を永久に放棄

することを意味する。しかし、パブリックドメイ

ンに入った著作物であれば、商用／非商用

を問わず、すべての人がどのような形で利用

してもよいのだから、これはある意味で究極

の利他的な選択と言える。

さらに詳しく知りたい人には、クリエイティブ

コモンズに関する日本語のリンク集「creative

commons日本語情報」 がおすすめ。

http://www2.117.ne.jp/~mat/cc/menujp.html

クリエティブコモンズライセンスの実際　――4つの利用条件を組み合わせた11種類がある

クリエイティブコモンズのライセンスの適用例

Aさんの場合：「自分が打ち込みで作ったMP3を公開するのでどんどんリミックスしてください。自分で聴いてもわか

らないかもしれないので名前のクレジットも不要です。勝手にCD出して売られるのはちょっと……」→

NonCommercialライセンス

Bさんの場合：「私の写真を使ってもらいたいけど、ちゃんと名前はクレジットしてほしい。お金儲けされるとちょっとム

カつくから商業利用は認めない。写真を加工して新しい作品を作るんだったら私と同じ条件で公開し

てね」→Attribution-NonCommercial-ShareAlikeライセンス

●Attribution: 著作権の帰属先を明示する義務

原作者の著作権を表示することを条件として、他人が自分の著作物を複製、再配布、展示、

上演すること、およびそれを基に派生作品を作ることを認める。

●Noncommercial:商業目的での利用の禁止

非商業目的であることを条件として、他人が自分の著作物を複製、再配布、展示、上演す

ること、およびそれを基にした派生作品を作ることを認める。

●No Derivative Works:派生作品の禁止

自分の著作物を基に派生作品を作ることを禁ずるが、複製、再配布、展示すること、およ

び一語一語忠実に上演することは認める。

●Share Alike:自分と同じように他者と共有する義務

自分がその作品に適用したライセンスと同じライセンス下でのみ、他人が派生作品を配布

することを認める。

クリエイティブコモンズが提供するライセンスのオプション

注意：1つのライセンスで、Share AlikeとNo Derivative Worksを同時に選択することはできない。Share Alikeは派生作品にの
み適用される利用条件。
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ライセンスは「ブラックホール」へ

クリエティブコモンズ（以下「CC」）が

始まった。ある人は、「プログラム以外の

さまざまなコン テンツ に 対 する

GPL みたいなものだろう」と思って

るだろう。またある人は、最近文化庁が

発表した「自由利用マーク（下囲み参照）」

を思い出して、「そのコンテンツを勝手に

使っていいというお墨付きだろう」と思っ

ているかもしれない。でも、もし「CCは、

タイム・ワーナー社やウォルトディズニー

社、ランダムハウス社などの巨大メディ

ア企業のコントロールを迂回するコンテ

ンツの新流通システムなのだ」とあなた

が思っているなら、以下の文章はあなた

の考えのつまらない補足に過ぎない。

米国の知的財産権制度が、合衆国憲法

に設定された目的から逸脱して、商業上

の戦略的行動どころか政治プロセスにも

影響を与えかねない形で利用されている

ことを指摘してきた学者としてはジェーム

ズ・ボイル教授 やご存じ知ローレン

ス・レッシグ教授が知られるところだ。

CCは、それらの知的財産権制度に対

する深い洞察を示している法学者を創設

メンバーに含んでいる。ゆえに、偉い人

がデザインしたマークをどこかに貼れば、

その水戸黄門的な威光によって、ビル火

災が防げたり、個人情報が保護されたり

すると考えるような、単純な発想から出

ているものではないことは明らか。

レッシグ教授は『コモンズ』の中で「著

作権ブラックホール」という表現を使って

いる。1976年までアメリカでコピーライ

トを主張するときには、一定の法的手続

きを踏んだうえで、著作物にコピーライト

表示をすることが義務付けられていた。

あなたもなんとなく掲げているかもしれ

ない「All Rights Reserved © 2003 Your

Name」とかいう表示だ。この表示がない

場合、そのコンテンツは、パブリックドメ

イン（公的領域）すなわち「コモンズ」に入

るものとされていた。その後、その表示

は裁判を有利に進めるための要件に緩和

され、ついに1989年には、そうした表示

がなくても完全な法的保護が与えられる

ことになった。だから、いまや © 表示は

おまじないでしかない。

著作権の確認料は1件5,000ドル

この制度上の転換が著作権ブラックホ

ールを生み出した。1976年までのアメリ

カでは、コピーライト表示がないものは

自由に使ってよかった。だからレッシグ教

授の言うところの「商業的価値のない98

パーセントのコンテンツ」は、すべてコモ

ンズに組み入れられていたわけだ。とこ

ろが上記の制度転換以降、その98パー

セントのコンテンツを自由に使ってよい

か否かが不明になった。コピーライト表

示がないからといって自由に使ってよい

という保証にはならなくなったからだ。

レッシグ教授が言うには、あるコンテ

ンツを使用してよいかを確認するための

費用は、1件あたり5,000ドルに上るらし

い。こうしてコモンズは地雷原になった。

使ってよいかもしれないけど、そこに地雷

が埋まっているかもしれない。そこを通

るときには専門業者（弁護士）に5,000ド

ル払って、あなたの通り道にあるだろう

地雷を除去してもらわなければならない

（ちなみに、日本の著作権法は、もとより

権利表示義務がなかった）。すると、権利

処理が済んでいて、ある程度のお金を払

えば提供者のライセンスの範囲で使用で

きると保証されている商業コンテンツの

価値がぐっと高まることが理解できるだ

ろうか。

そこで、こうした地雷原から我々を救い

出すために開始されたのがCC。

まず、簡単な表示をすることで、その作

品を自由に使っていい条件“Commons

Deed”がだれにでも（といっても今のと

ころ英語が読めないとダメだけど）、すぐ

にわかるようになっている。ここまでな

ら、まあ上記のマーク制度とおなじ。さら

にそこから、法学者のお墨付きで、裁判

においても有効に使用できるライセンス

条項“Legal Code”へとリンクする（と

いっても日本の裁判所がこのライセンス

を有効なものと判断するかどうかは不明

だけど）。さらにさらに、そうしたライセン

スと同時に、ライセンス内容を定義した

“RDFメタデータ”が生成されており、コ

ンテンツに添付されることになる。これ

でコンピュータによって、CCに参加して

いる「自由な」コンテンツを検索したり、

自動的にライセンス処理をしたりするこ

とまで可能になっている。

文化庁の『自由利用マーク』
はCCとはまったく別物
文化庁が2月に提供を始めた著作物を自
由に利用してもいいという許可を表す
「自由利用マーク」（下3点）が話題を呼ん
でいる 。マークの種類は「コピーOK」
「障害者OK」「学校教育OK」の3つ。現
状でのマイナス評価ポイントは適用でき
る著作物や用途が限られていること、本
当にただの「マーク」であることだが、重
要なのは「コピーOK」の場合、インター
ネットでの送信（つまり、ウェブサイトで使
ったりとか、P2Pで流したりとか）には利
用できないというところ。詳細は57ペー
ジへ。 （先田千映）

http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/

創作物の「自由」な流通を作る
新しい政府の出現か？ text : 白田秀彰（法政大学社会学部助教授）
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クリエイティブコモンズとは

レッシグが唱える4つの規制に対応

これらのCCシステムの構造は、レッシ

グ教授が唱える4つの規制要素、すなわ

ち規範（norms→Commons Deed）、法

（law→Legal Code）、アーキテクチャー

（archi tecture→RDF）、そして市場

（market）に対応しているとみることがで

きる。詳しくは、『CODE』の第7章を読ん

でほしい。さて、注意深いあなたなら、

「あれ？　市場の役割は何が果たしてい

るの？」と思っただろう。CCシステムで

の「市場」は「インターネット」だ。それゆ

えCCシステムは、紙の束やポリカーボ

ネイトの円盤をトラックで運ぶような他の

流通システムと競争し、かなり優位を占

めうると考えられる。

商業的なコンテンツの場合、インター

ネットで取引をするためには、いくつもの

ハードルがある。まず取引相手を確定す

る認証システムが必要。つぎに複製を確

実に禁止するための技術的・法的な手段

を確保しなければならない。さらに、大事

な大事な対価を回収するための確実な決

済手段が必要だ。それらをネットワーク上

に実装し、稼働させるための費用は膨大

で、今のところメディア企業は、まだ紙の

束やポリカーボネイト盤をトラックで運ぶ

ほうがマシだと思っているようだ。

しかし、それらのネットワーク上の取引

のための費用は、商業的な取引を考えな

ければ不要だ。だから、商業コンテンツ

は、ネットワークにおける流通の効率性

という点で、非商業コンテンツに対して

著しく不利な立場に置かれている。逆に、

そうした費用を気にしなくてよかった非商

業コンテンツについては、「爆発的なイノ

ベーションが進んだ」というのは、レッシ

グ教授が『コモンズ』で強調しているとこ

ろ。

ところが、先に述べた地雷原が、本来

ゼロに近かったはずの非商業コンテンツ

の流通費用を禁止的なレベルにまで高め

てしまっていた。データは大量に流通し

ていた。でもそのなかのいくらかは、使

用すると権利侵害ということになる爆弾

（＝著作権主張）を含んでいたからだ。

コンテンツの本当の価値を探す

CCは、GPLからヒントを得て、著作権

法（law）を利用して「著作権ブラックホー

ル」から脱出する方法を提示している。

権利の源泉である創作者が「使ってよい」

という意思表示をだれにでもわかりやす

く（norms）、法的に有効に（law）、そして

システム的に効率的（architecture）に行

えれば、あとは、現在もっとも効率的だと

思われるインターネットの流通・検索・交

換機能（market）を思う存分活用できるか

らだ。

CCコンテンツは、機械による処理が

可能だから、CCコンテンツだけを流通さ

せられるクリーンなP2Pシステムだって

可能だ。商業コンテンツを提供するメデ

ィア企業は、裁判でツブしてでもP2Pシ

ステムは使わないつもりらしいけど。この

流通費用競争において、商業コンテンツ

は、原理的に非商業コンテンツに勝つこ

とはできない。商業コンテンツが勝つた

めの有効な手段は、非商業コンテンツの

流通自体を違法化することだ。しかし、

CCシステムは、商業コンテンツの存在

を支えている著作権法によって支えられ

ている。

メディア企業は、98パーセントのコン

テンツは「ゴミだ便所の落書きだ」という。

そうかもしれない。でも、私たちはむし

ろ、98パーセントのゴミに自由にアクセ

スしたかっただけなのかもしれない。98

パーセントのゴミに「自分の生み出したも

の」を追加することが楽しかったのかもし

れない。自分の作品をメディア企業に買

ってもらうことよりも、より多くの人に「自

分の生み出したもの」を伝えたかっただ

けかもしれない。CCが現れたことで、本

当の意味での「コンテンツの価値」という

ものがどこに発生するのかを確かめる実

験がやりやすくなった。とてもいいこと

だ。もしかすると、CCのほうが便利で気

楽で革新的な表現が生まれ出る場になる

んじゃないだろうか。

そうそう。CCは、レッシグ教授のいう

「開かれた政府（open government）」の

1つの形だということも指摘しておきた

い。インターネット上で創作物の流通に

かかわる機構を設定して運営する主体

は、インターネット上の創作物に関する政

府であるともいえる。どこかの政府より

も、私は、クリエティブコモンズのメンバ

ーのほうが信頼できるような気がする。

http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html

http://james-boyle.com/

クリエイティブコモンズの国際化は日本から
クリエイティブコモンズの中心人物であ
るローレンス・レッシグ教授「（クリエイ
ティブコモンズの）国際化のプロジェク
トはすでに始まっており、ひと月以内に
発表できる予定です。国際化にあたって
は日本を最初の国、EUを2番目に予定
しています」とのこと（1月31日時点）。
「日本には、自分以外の人間の作品を礎
に新しいものを創造する自由の重要性
が理解されてきた経緯があります。同人
誌のマーケットなどはその一例ですね」
というコメントも。 （先田千映）

Photo:Nakamura Tohru
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エージェントがライセンス情報を判断

クリエイティブコモンズ（以下CC）のラ

イセンスの特徴の1つが、ライセンス情報

をマシンで処理できる「データ」として提供

するという点だ。これは、コンピュータの

力を利用した情報活用に新しい可能性を

開くものとして注目される。

たとえば、会議や授業のための討議資

料をウェブから集めて印刷・配布すること

を考えてみよう。検索エンジンを使えば、

タイトル、日付やサイズ、それに内容の抜

粋といった情報を参考に、候補を絞り込

むことができる。しかしそれが印刷・再配

布が認められるものかどうかは、個々の文

書を開き、場合によっては掲載サイト内で

著作権情報を探さなければ知ることがで

きない。

検索エンジンのロボットがライセンスデ

ータに対応すれば、検索結果の一覧に

「再配布可」というマークが表示されたり、

あるいは検索条件の1つとして「再配布が

認められているもの」という項目を加えら

れたりするようになるだろう。こうした情報

の精度が高くなれば、エージェントに“特

定のテーマに関する複製可能な文献を収

集、編集して配付資料を作成せよ”と命じ

て自動作業させるというストーリーも視野

に入ってくる。

検索エンジンの結果リストに表示され

るタイトル、日付などは、文書がどんなも

のかを知るためのエッセンス情報だ。これ

らは、“文書という情報”に関する情報な

ので、メタ情報（メタデータ）と呼ばれる。

ライセンス情報も、文書の利用方法に関

するメタデータと考えてよい。こうしたメタ

データをマシンが適切に処理できるように

なることで、エージェントが「意味」をくみ

取って情報を選択・収集する“セマンティ

ック・ウェブ”への道が開けるのだ。

CCサイトで作成してくれるメタデータ

CCのライセンスプロジェクトのペー

ジ では、フォームで要件の組み合わせ

を選択するだけで、簡単にライセンス文書

を用意できるようになっている。入力内容

の確認を終え、次のページで［Get HTML

and email it to yourself］というリンクを

選択すると、新しいウインドウが開き、そ

こにCCのアイコンを貼り付けるための

HTMLとともに、マシン処理の可能なメタ

データも表示される。あとはこれをコピー

して、（必要に応じて修正して）自分のサイ

トで提供すればよい。

メタデータを簡単に用意できるという点

は重要だ。マシンは人間ほど融通が利か

ないので、厳密に指示を与える必要があ

る。そのため、メタデータの記述は少々複

雑なものとなり、しかも1文字も間違えら

れない。CCライセンスの場合は、それを

シンプルなフォームの入力だけで、正確に

作成できる。作品にライセンスのメタデー

タを加えるという仕組みは、こうしたサポ

ートがあって初めて、広く普及するための

土台ができるわけだ。

メタデータを記述するRDFとは

マシン処理可能なメタデータを記述す

る手段としては、RDF（Re s o u r c e

Description Framework）がポピュラー

だ。CCの場合もライセンスメタデータに

RDFを用いている。

RDFは、あるリソース（主語）のある性

質（述語＝プロパティー）がどんなもので

あるか（目的語）という3つの要素を用い

てメタデータを表現する。ちょうど、CSS

がセレクター、プロパティー、値という3つ

の関係でスタイルを表すような感じだ。た

とえば、「この記事のライセンスは

役割 URI 意味

主語 http://internet.impress.co.jp/im/pdf/cc.pdf この記事のURI

述語 http://web.resource.org/cc/license CC名前空間で修飾した語彙

目的語 http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0 CCライセンスのURI

［図2］この記事のCCライセンスを示すURI

［RDF］

［CSS］ strong { color : red }
セレクター

RDFは主語、述語、目的語の3つを使って、リソースを記述する。この3つの関係は、CSSのスタイルシートと対比すると分かりや
すい。RDFのモデルは、図のように楕円と矢印を使って表現される。

RDFの主語、述語、目的語は、いずれもURIによって表現される。ウェブ上のリソースを一意に識別するURIを使うことで、マシンに曖
昧さのないメタデータを提供できる。

［図1］RDFでのリソースの記述方法

プロパティー 値

主語 述語（プロパティー） 目的語（値）

ライセンス
この記事 Attribution...

機械でも理解できるライセンス情報
――メタデータと自動処理の可能性 text : 神崎正英
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クリエイティブコモンズとは

Attribution-NoDerivs-NonCommercialだ」

と表現する場合は、「この記事」が主語、

「ライセンスは～だ」が述語、「Attribution

……」が目的語になる（図1）。

この関係をマシンに理解させるには、主

語、述語、目的語それぞれを曖昧さなく示

さなければならない。ウェブ上で、何かを

明確に識別したいときにはURIを使う。そ

こで、RDFでもこの3要素をURIによって

示す。

具体的に見てみよう。この記事はオン

ライン配布されるので、主語はそのURIを

与えればよい。目的語については、マシン

は「Attribution……」という英単語を理解

できないから、定義をオンライン上に置き、

それをURIで参照する。

述語がURIになるのは、XMLの語彙を

区別する名前空間の延長で、CCの名前

空間URI＋‘license’で表現する。エージ

ェントはURIをたどり、‘license’という語彙

の定義を知ることもできる（図4）。

CCのライセンスプロジェクトのページ

で作成されるRDFメタデータは、XMLの

形になっている（図3）。Work要素の

rdf:about属性で示されるのが主語のURI、

その中に含まれる子要素が主語に対する

プロパティー（述語）だ。目的語は、URIで

示す場合はrdf:resource属性で、人名な

どリテラル文字列の場合はプロパティー

要素の内容として記述する。

このフォームでは、さらに図4のような

RDFも同時に生成される。このRDFの主

語が、図3のライセンスの目的語と同じに

なっていることに注目しよう。RDFでは、

ある文の目的語を別の文の主語とし、主

語→プロパティー→目的語＝主語→プロ

パティー……という具合に、メタデータの

関係を連鎖させられる。しかも、それぞれ

のRDF記述は、URIで参照できれば別の

場所にあっても構わない。こうやって、

RDFはウェブ全体をメタデータのネットワ

ークで結びつけることを可能にしている。

ところで、この RDFメタデータを

XHTMLなどの文書に関連づける手法は、

まだ確立していない。CCではRDFを

HTMLのコメントとする方法を提案してい

るが、一般にはRDFを外部ファイルとし

link要素で参照する（図5）。

エージェント側から考えると、将来的に

はURIをたどってライセンスの意味を推論

できるようになるのだろうが、まだかなり先

の話だ。当面は、URIの示すCCライセン

スを予備知識として持つ（URI文字列から

直接ライセンスを判断する）のが現実的だ

ろう。であれば、XHTMLにcc:license要

素を直接埋め込むほうが手っ取り早いと

も言える（図6）。

いずれにせよ、ライセンスを示すURIが

キーとなることを理解しておこう。これをエ

ージェントに的確に伝えることから、CCの

活用がスタートするのだ。

http://creativecommons.org/license/

［図3］作品のCCライセンスを表すRDFメタデータの例

CCのページで生成されるようなRDFのXML構文は、RDFの記述方法として最も一般的な形。一
番外側の要素がRDFのコンテナとなる要素で、その内部に主語、述語、目的語を記述する。述語
に当たるlicense要素は、デフォルト名前空間がCCの語彙URIに割り当てられているので、直接
‘license’とだけ記述すればよい。

<rdf:RDF xmlns="http://web.resource.org/cc/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<Work rdf:about="http://internet.impress.co.jp/im/pdf/cc.pdf">

<license

rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0"/>

</Work>

...

</rdf:RDF>

RDFのコンテナ要素。名前空間などを宣言する。

主語

目的語

述語

［図4］CCライセンスの内容を示すRDFメタデータの例

CCのAttribution-NoDerivs-NonCommercial型ライセンスをRDFとして記述したもの。requires,
permits, prohibitsといった語彙（プロパティー）で、ライセンス条件として必要なもの、許可されるもの、
禁止されるものを表現している。この主語URIが、文書のライセンスを表したRDF（図3）の目的語
URIと一致する。

<License rdf:about="http://creativecommons.org/licenses/by-nd-nc/1.0">

<requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Attribution"/>

<permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Reproduction"/>

<permits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Distribution"/>

<requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice" />

<prohibits rdf:resource="http://web.resource.org/cc/CommercialUse"/>

<requires rdf:resource="http://web.resource.org/cc/Notice"/>

</License>

［図6］実際にCCライセンスをHTML文書に埋め込もう

XHTML文書内にRDF要素を埋め込み、その中にたとえばaddress要素を置いてrdf:about属性で
主語URIを記述する。このaddress要素内に記述する子要素はプロパティーを表す役割を持ち、RDF
処理ソフトがXHTMLの中から正しくこのメタデータを拾い出すことが可能。著作権以外に日付や著
者などの情報を記述し、メタデータとして利用しつつ、ブラウザーの画面に表示させることもできる。

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/">
<address rdf:about="http://internet.impress.co.jp/im/pdf/cc.pdf">
<cc:license rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0" />
<dc:date>2003-02-28</dc:date>
<dc:creator>神崎正英</dc:creator>

</address>
</rdf:RDF>

［図5］link要素でRDFを文書に結びつける

（X）HTML文書からメタデータを参照するときは、link要素を使う方法が一般的である。‘meta’とい
うリンクタイプは、現在の仕様では定義されていないが、XHTML 2.0のドラフトで提案されている。

<link rel="meta" href="./license.rdf" title="Creative Commons License" />

主語
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